
＜日常生活廃棄物＞
①船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物（政令で定める廃棄物

「廃プラスチック類」を除く。）【海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（以下海洋汚染防止法という）

第10条第２項第２号より】

②

廃棄物の
区　　分

一 食物くず 甲海域、南極海域
のうち領海の基線
からその外側12海
里以遠の海域及び
海洋施設等周辺海
域（すべての国の
領海の基線からそ
の外側12海里の線
を越える海域にあ
る船舶又は海洋施
設に係るものに限
る）。

イ又はロに掲げる
排出方法により排
出すること。

二 紙くず
木くず
繊維くず
その他の
可燃性の
廃棄物
（前号上欄
に掲げる
ものを除
く。）

甲海域 焼却式排出方法又
は粉砕式排出方法
により排出するこ
と。

乙海域並びにバル
ティック海海域、
北海海域及び南極
海域のうちすべて
の国の領海の基線
からその外側12海
里以遠の海域

排出方法は、限定
しない。

イ

ロ

灰の状態にして
排出すること
（以下「焼却式
排出」方法とい
う。）。
国土交通省令で
定める技術上の
基準に適合する
粉砕装置で処理
して排出するこ
と（以下「粉砕
式排出方法」と
いう。）。

排出海域に
関する基準

排出方法に
関する基準

備考
１．この表において、「甲海域」とは、すべての国
　領海の基線からその外側３海里以遠の海域の（乙
　海域、バルティック海海域、北海海域、南極海域
　及び海洋施設等周辺海域を除く。）をいう。
２．この表において「乙海域」とは、すべての国の
　領海の基線からその外側12海里以遠の海域（バル
　ティック海海域、北海海域、南極海域及び海洋施
　設周辺海域を除く。）をいう。
３．この表において「バルティック海海域」とは、
　別表第１の５に掲げるバルティック海海域（海洋
　施設等周辺海域を除く。）をいう。
４．この表において「北海海域」とは、次に掲げる
　海域（海洋施設等周辺海域を除く。）をいう。
　イ　北緯62度の緯度線を北端とし、西経４度の子
　　午線を西端とする北海の海域
　ロ　スカウを通る北緯57度44.8分の緯度線をバル
　　ティック海海域との境界線とするスカゲラック
　　海峡の海域
　ハ　北緯48度30分の緯度線を南端とし、西経５度
　　の子午線を西端とする英国海峡への入口の海域
　　を含む英国海峡の海域
５．この表において「南極海域」とは、別表第１の
　５に掲げる南極海域（海洋施設等周辺海域を除く。）
　をいう。
６．この表において「海洋施設等周辺海域」とは、
　海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事し
　ている船舶又は当該鉱物資源の掘採のために設け
　られている海洋施設の周辺500メートル以内の海域
　をいう。

【海洋汚染防止法施行令別表第２の２より】
　※「日常生活廃棄物」を排出する際は、海岸から
　　できる限り離れて少量ずつ行い、かつ、速やかに
　　海中拡散するように必要な措置を講じるよう努
　　めること。

船舶より廃棄物の排出が可能な海域及び排出方法

三 金属くず
ガラスくず
陶磁器くず
その他の
廃棄物
（前二号上
欄に掲げ
るものを
除く。）

甲海域 粉砕式排出方法に
より排出すること。

乙海域 排出方法は、限定
しない。

乙海域 排出方法は、限定
しない。

2007.11.27　【正誤表_排出方法-初校】データを流用。正誤表ではないので　サイズをA4サイズにもどす。


